
教育再生実行会議 第十一次提言 概要
「技術の進展に応じた教育の革新、新時代に対応した高等学校改革について」

(１) Society5.0で求められる力と
教育の在り方

背
景

主
な
提
言
事
項

• 技術革新は、社会構造全体までも変えるインパクト。教育においても、一人一人の能力等に応じて公正に個別最適化された学びや、場所や時間に制
約されずに主体的に学び続けることができる環境を実現し得るもの。教育内容、教科書、教員養成など、全般的な対応が急務。

• 一方、学校のICT環境は脆弱であり、危機的な状況。ICTは教育の「マストアイテム」であるとの認識を関係者が共有し、整備の加速化が急務。

１．技術の進展に応じた教育の革新

(２) 教師の在り方や外部人材の活用
(３)新たな学びと

それに対応した教材の充実

(６) 特別な配慮が必要な児童生徒
の状況に応じた支援の充実

(７) 新たな学びの基盤となる環境整備、
EBPMの推進

(９) 教育現場と企業等の連携・協働

(４) 学校における働き方改革

• 人口減少や少子・高齢化が急速に進む中で、地方創生を進めることが重要。さらに、人生100年時代を迎える中、AIやIoTなどの技術の急速な発展に伴う
Society5.0が到来するとともに、グローバルな競争が激化。これらの変化に対応し活躍できる人材育成が急務であり、新たな時代を見据えた教育再生を大胆
に進めることが必要。

• このような観点から、昨年8月より「技術の進展に応じた教育の革新」及び「新時代に対応した高等学校改革」をテーマに審議。今般提言を取りまとめるもの。

◼ 基礎的読解力や数学的思考力をはじめ、データ
サイエンス等に関する教育等も含めた基盤的な
学力や情報活用能力の育成

◼ STEAM教育の推進
◼ 学習指導要領の一部改訂など、教育課程の不
断の見直しを進め、中長期的な観点から教科書
の弾力的見直しについても検討

◼ 社会の変化や技術の急速な進展を踏まえた養成・採用・
研修の全体を通じた教師の資質・能力の向上

◼ 教員等の資質の向上に関する指標や教員研修計画へ、
ICT活用指導力の育成について明確に位置付け

◼ 教員養成を先導するフラッグシップ大学の創設
◼ 専門性の高い外部人材の積極的配置・活用、免許外
教科担任が多い教科の免許取得の促進

◼ 全ての小・中・高等学校等で遠隔教育を活用で
きるよう、大学・民間企業等と協働したプラット
フォームの構築や、特例校制度による指導法研究

◼ スタディ・ログ等を活用した個別最適化された
学び等の実現に向け実証研究

◼ スタディ・ログの収集・管理・分析等について整理
◼ 高等教育機関における遠隔教育の推進

◼ 障害のある児童生徒への指導の効果を高めるた
めの支援機器等教材の効果的な活用の促進

◼ 通学が困難な児童生徒や帰国・外国人児童生
徒等への支援の観点から、全ての小・中・高・特
別支援学校等で遠隔教育を活用できるよう推進

◼ 地方財政措置（単年度1,805億円）が講じられてい
る学校のICT環境整備について、地方公共団体間で
差が生じている要因等の分析と、必要な対応の実施

◼ 総合教育会議の活用等による首長と教育委員
会が一体となった教育の情報化の推進

◼ 企業等による、便利で安価なICT機器やネット
ワーク環境の開発等、魅力的な教材の開発、技
術的ノウハウの提供、人材供給、EdTechを活
用した事例創出等への積極的な協力を期待

◼ 校務情報化、表簿電子化等による働き方改
革の推進

≪参考：平成30年3月時点のICT環境整備状況≫
普通教室の無線LAN整備率 【静岡県68.6% 福岡県9.4%】
教育用コンピュータ1台当たりの児童生徒数 【佐賀県1.8人 埼玉県7.9人】

◼ 競争的な環境で安価にICT機器等を調達できるよう、
価格の相場観などモデルの提示やガイドブックの作成

◼ 世界最高速級の学術通信ネットワーク「SINET」を、
初等中等教育段階に開放

◼ 全国学力・学習状況調査の改善の検討

(５)AI時代を担う人材育成としての
高等教育の在り方

◼ 全ての大学生がAI・数理・データサイエンスの基礎的
な素養を身に付けられるよう標準カリキュラムの作成

◼ 高等専門学校において、大学と連携した高度な専
門教育によるハイブリッド型の連携教育プログラムの
導入を促進

(８) 生涯を通じた学びの
機会の整備の推進

◼ 高齢者や障害者、外国人等の図書館利用が容
易となるよう、先端技術を活用した点字・視聴覚
資料等の活用事例について調査
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(１) 学科の在り方
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２．新時代に対応した高等学校改革

(２)高等学校の教育内容、
教科書の在り方

(３)定時制・通信制課程の在り方

(５)地域や大学等との連携の在り方

(７)特別な配慮が必要な生徒への
対応

(４)教師の養成・研修・免許の在り方

背
景

• 高等学校は中学校を卒業したほぼ全ての生徒が進学。一方、高校生の能力、適性、興味・関心、進路等が多様化。高等学校が対応すべき教育上の課題は複雑化。
• 少子高齢化、就業構造の変化、グローバル化、AIやIoTなどの技術革新の急速な進展によるSociety5.0の到来など、高等学校を取り巻く状況は激変。
• これからの高等学校においては、生徒一人一人が能動的に学ぶ姿勢を身につけさせるとともに、文理両方をバランスよく学ぶこと等を通じ、Society5.0
をたくましく生きる力を育成。

◼ 全ての高等学校において、生徒受入れに関する方針、
教育課程編成・実施に関する方針、修了認定に関
する方針を策定

◼ 国は、普通科の各高等学校が、教育理念に基づき
選択可能な学習の方向性に基づいた類型の枠組み
を提示

◼ 新高等学校学習指導要領の着実な実施
◼ 社会の変化に対応するための学習指導要領の
一部改訂の実施、標準的な授業時間の在り方を
含む教育課程の在り方の見直し

◼ 技術革新の進捗が早い分野の教科・科目に係る
教科書の弾力的見直しを検討

◼ 高等学校と市町村、産業界、大学等が協働し
た地域課題の解決等を通じた学びの実現

◼ 高等学校におけるコミュニティ・スクールの導入と
地域学校協働活動の実施の推進

◼ 高等学校と地域をつなぐコーディネーターの役割
やその在り方の検討

(６)中高・高大の接続

◼ 文理両方を学ぶ人材の育成の観点から、文系・理
系に偏った試験からの脱却を目指し、大学入学者
選抜の在り方の見直し

◼ 入学者選抜改革やカリキュラム改善等、教育の質
向上に取り組む大学の支援の充実

◼ 高等学校卒業者の職業選択である「一人一社制」
について、よりよいルールとなるよう検討

◼ 不登校などの多様な課題を抱える生徒に対応する
ためのスクールカウンセラーなどの専門人材の配置
状況の把握と、適正な配置・活用に向けた方策の
検討、SNSを活用した教育相談体制の充実

◼ 高等学校における通級による指導の充実、高等
学校入学者選抜における合理的配慮

◼ 障害のある生徒の自立と社会参加に向けた学校と
関係機関等の連携

◼ 日本語指導が必要な帰国・外国人生徒等の受
入体制の充実

◼ 校内研修の充実、ベテランから若手教師への知識
技能の伝承

◼ 教師の資質の向上に関する指標について学校種ご
とに記述

◼ 特別免許状の弾力的な活用等による、ポスドク、企
業人材、アスリート、芸術家などの外部人材の活用

◼ 特色ある教育活動を推進している校長の在職期間
の長期化など、人事異動の在り方の再点検

(８)少子化への対応

◼ 離島・中山間地域等の小規模な高等学校におい
て、ICT等の導入や高等教育機関との連携強化
により学習の多様性や質の高度化を図る

◼ 都道府県における検討に資するよう、都道府県に
おける高等学校の再編や小規模校の活性化の
状況や事例を情報提供

<類型の例>
・キャリアをデザインする力の育成重視
・グローバルに活躍するリーダーの素養の育成重視
・サイエンスやテクノロジーの分野等におけるイノベーター
としての素養の育成重視

・地域課題の解決等を通じた探究的な学びの重視

◼ 類型の種類や履修・指導体制の在り方について、
中央教育審議会等において専門的・実務的に検討

◼ 文系・理系科目をバランスよく学ぶ仕組みの構築

◼ 定時制・通信制課程における生徒のキャリア形成に
必要な社会的スキル等の育成方策について検討

◼ 通信制課程において「高校生のための学びの基礎
診断」の活用促進等による質の確保・向上

◼ 広域通信制高等学校の第三者評価の実証研究
結果等を踏まえた更なる質の確保・向上

今後、中央教育審議会等において、制度化に向け専門的・実務的に検討。

【参考】生徒数（平成29年度）
普通科 239万人（73%）
専門学科 71万人（22％）
総合学科 18万人（5％）


